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民 暴 弁 護 士 だ よ り  

 

№34 

他の民暴委員も既に発表されていますが、不当要求をする相手方が暴力団であるかど

うかを問わず、個人で対応するのではなく、まず早急に民暴事件に詳しい弁護士に相談

すべきです。 

 ところで、私が担当した、民暴事件で記憶に残っているのは、県東部の〇〇組の組員

から、恐喝と傷害を受けた市民の方から依頼を受けたケースです。この事件では、直接、

実行した組員だけでなく、その組員の所属する組長に対して、使用者責任訴訟を提起し

た事件です。この事件では、組長が裁判に出廷することもなかったので、被害を被った

被害者の請求認容の判決を得ることができました。 

しかし、判決書に金〇〇万円支払えとあっても、自動的に暴力団の組長が支払いに応

じるわけがありません。 

 そのため、市民の方と協議して組長の所有しているベンツを強制執行することになり

ました。ベンツの駐車されている場所の確認や必ず、ベンツが駐車されている時間の確

認など、充分に事前準備をしたうえで、ベンツの強制執行をすることになりました。 

 当日は、私と他の民暴委員の弁護士２人と執行官で組等の自宅マンションを訪問し、

ベンツを引き揚げる旨通告しました。最初は、組長はベンツを引き渡すことを拒否しま

したが、執行官や弁護士の説得により、ベンツを引き揚げることができました。 

 この時、私の知人の中古屋の社長にレッカー移動とベンツの保管を依頼し、何か月後 

にベンツを競売にかけることになり、被害を被った市民の方はベンツの競売代金を取得 

することができました。判決で取得した金額よりも少ない金額ではありましたが、暴力団 
から受けた被害に泣き寝入りせずに解決できたことで、民暴委員会の委員としての活動

に意義を感じることのできたケースでした。 

 多くの市民の皆様も暴力団からの被害に泣き寝入りすることなく、気軽に民暴委員の

弁護士に相談いただければと存じます。 

 
 

  

 

大倉 浩 弁護士 

【使用者責任訴訟の事例について】 

民事介入暴力対策委員会の大倉浩です。 

暴対法や暴力排除条例の効果で、暴力団員の減少や民暴事

件も一定限度減少傾向にあります。しかしながら最近の芸能

界でも、お笑いタレントの闇営業で暴力団とのかかわりが報

道されるなど相変わらず、暴力団に利用されたりする報道が

跡を絶ちません。 

 従前は、交渉時に名刺で、〇〇組等明示してくる人間ばか

りでしたが、現在はほとんどいないと言ってもいい程減少し

ていますが、反対に一見しても暴力団とはわからない程、フ

ロント企業も巧妙になっている状態です。 
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ているメールマガジン「埼玉県暴追センター通信№126」から編集したものです。 
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